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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援事業等の 

周知について（協力依頼） 

 

 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、中小企業向けの最低賃金引上げ支援を目的とした業務改善助成金につきまして

は、平成 29 年 11 月 22 日付け事務連絡「業務改善助成金に係る情報提供について」に

よりお知らせしているところですが、今般、厚生労働省労働基準局長から、別添のとお

り、平成 29 年 12 月 22 日に閣議決定された平成 29 年度補正予算案において、最低賃金

の高い地域でも活用できるよう、30 円・40 円コースの支給対象事業場を 47 都道府県に

拡充することとした旨、本会に対し、周知依頼がありました。 

 なお、同助成金の申請期限は、平成 30 年 1 月 31 日までを予定していることから、別

添リーフレットを参考に、貴協会会員企業の皆様に対する周知について、御協力下さい

ますようお願い申し上げます。 

以上 

 

 

 

担当：労働部 長尾 








